
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
特
定
疾
患
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
疾
病
・
感
染
症
対
策
室
）　

　

一

告　
　
　

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
促
進
室
）　

　

五

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

五

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了 

（
農
村
振
興
課
）　

　

五

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定
（
四
件
） 

（
森
林
整
備
課
）　

　

六

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
）　

　

七

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（　
　

同　
　

）　

　

七

〇
廃
川
敷
地
等
の
発
生
（
二
件
） 

（
河　

川　

課
）　

　

七

〇
都
市
計
画
の
変
更
（
三
件
） 

 

（
都
市
計
画
課
）　

　

八

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

九

公　
　
　

告

〇
平
成
二
十
年
度
自
衛
官
の
募
集 

（
市
町
村
課
）　

　

九

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
指
定
有
形
文
化
財
の
指
定 

一
〇

公
安
委
員
会

〇
警
備
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一
〇

〇
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
探
偵
業
者
へ
の
監
督
等
に
関
す

　

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一
〇

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
平
成
二
〇
年
号
外
第
一
二
号
中 

一
〇

規　
　
　

則

　

特
定
疾
患
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
九
号

　
　
　

特
定
疾
患
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

特
定
疾
患
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
三
条
中
「
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
」
を
「
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
」
に
、「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
医
療
を
受
け
て
い
る
も
の
」
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（1）　 平成20年５月２日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1955号　　 

発　　　　行

宮 城 県
( 総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  ������������
(毎週火，金曜日発行)



第1955号　平成20年５月２日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

様式第１号（第４条関係）

　私は，提出した臨床調査個人票が厚生労働科学研究において，個人情報保護のもと疾患研究の基礎資料として使用（詳細については，

裏面のとおり）されることを同意した上で，上記のとおり特定疾患医療受給者証の交付を申請します。

年　　月　　日　　

　宮城県知事　　　　　　　　　殿

申請者氏名　　　　　　　　　　　　　印　　

                                      （患者又は患者の生計中心者）　 　　　　　　

　（裏面）

＜同意について＞

　特定疾患治療研究事業は，重症で希少な特定疾患の研究を推進するため，患者の方の治療に係る医療費の自己負担分を公費で

補助する制度です。

　本申請書に添付された臨床調査個人票は，厚生労働省の厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業特定疾患調査研究班におい

て，当該疾患の研究のための基礎資料として使用されますので，このことに同意された上で，特定疾患医療受給者証の交付申請

を行ってください。

　また，臨床調査個人票の使用に当たっては，個人情報の保護に十分配慮し，研究以外の目的には一切使用されることはありま

せん。

　なお，この同意は，添付された臨床個人調査票を疾患研究の基礎資料として活用することに対する同意であり，特定疾患調査

研究班で行われる臨床研究等の実施に関して協力を求める場合は，改めて，それぞれの研究者から主治医を介して説明が行われ，

同意を得ることとされています。

※該当区分に〇印をしてください。医療機関追加 継　　　続新　　　規申 請 区 分
受　給　者　番　号

（新規の方は記入しないでください。）有 　・　  無重 症 申 請

特 定 疾 患 医 療 受 給 者 証 交 付 申 請 書

病　　　名

職　　　　　　業性　別フ リ ガ ナ
患　

者
（
受
給
者
）

勤労者・自営業・アルバイト・パート派遣・
無職・その他（　　　　　　　　 ）男

 ・ 

女

氏　 　 　 名
今年の収入見込額

万円明・大
昭・平　　　　年　　月　　日　満　　　歳生 年 月 日

（〒　　　－　　　　） （電話　　　　－　　　－　　　　）
宮城県　　　　　

住

所

※交付先が患者本人以外の場合に御記入ください。
交

付

先

患者との続柄氏  　 名

（〒　　　－　　　　） （電話　　　　－　　　－　　　　）住
所

今年の収入見込額患者との続柄
氏　 　 名生

計
中
心
者

万円

（〒　　　－　　　　） （電話　　　　－　　　－　　　　）住
所

有　（氏名：　　　　　　　　　　受給者番号：　　　　　　　　　　）
無

今回の申請患者以外に既に同一生計内で
特定疾患受給者証の交付を受けている者

 政府管掌・船員・組合・共済・後期高齢・国保（一般・退職・組合）保 険 種 別
保

険
  被保険者（本人・家族）被 保 険 者 証 発 行 機 関

記号・番号保 険 者 番 号

 医療機関追加の場合その理由

（所在地：　　　　　　市・町・村　電話：　　　　　　 ）
名
称１

医

療

機

関

（所在地：　　　　　　市・町・村　電話：　　　　　　 ）
名
称２

階層区分記入欄

（所在地：　　　　　　市・町・村　電話：　　　　　　 ）
名
称３



　

様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
五
号
中
「老

人
保
健
法
医
療
受
給
者
証

」
を
「後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

」
に
改
め

る
。

　

様
式
第
六
号
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、「１

」
を
「１

　

」
に
、

「２

」
を
「２

　

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め

る
。

　

様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

．

．

（3）　 平成20年５月２日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1955号　　 

」
一
般
・
老
人

男
・
女

「

」
男
・
女

性
　
別

「

」
一
般
・
老
人

患
者
氏
名

（
軽
快
者
氏
名
）

「

」

患
者
氏
名

（
軽
快
者
氏
名
）

「

」

政
府
管
掌
・
船
員
・
組
合
・
共
済
・
国
保
（
一
般
・
退
職
・
組
合
）

保
険
種
別

医
　
療
　
保
　
険

「

記
号
・
番
号

本
人
・
家
族

被
保
険
者

被
保
険
者
証
発
行
機
関

保
険

者
番

号

無
・
有
（
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
）

老
人
保
健
法
に
よ
る
適
用
年
月
日

」

政
府
管
掌
・
船
員
・
組
合
・
共
済
・
後
期
高
齢
・
国
保
（
一
般
・
退
職
・
組
合
）

保
険
種
別

医
　
療
　
保
　
険

「

記
号
・
番
号

本
人
・
家
族

被
保
険
者

被
保
険
者
証
発
行
機
関

保
険

者
番

号



第1955号　平成20年５月２日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

様式第８号（第８条関係）

特定疾患医療受給者証変更申請書

（医療機関用）

年　　月　　日　　

　　宮城県知事　　　　　　　　殿

（〒　　－　　　　）　 　　　　　　　

申請者住所　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請者氏名　　　　　　　　　　　　　印　　　

受給者との続柄（患者の　　　　　　　）　 　　

　　特定疾患に係る医療費用交付規則第８条第１項の規定により，下記のとおり申請します。

重　 症　 患　 者　 認　 定　　　 有　 ・　 無受 給 者 番 号

受 給 者 氏 名

変　　　　　　　　　　更　　　　　　　　　　後変 更 事 項

医療機関名

変更前

　　　　　　　年　　　月　　　日から　　　　　　年　　　月　　　日まで有 効 期 間

医療機関名

変更後  都・道・府・県　　　　　　市・町・村　　　所 在 地

電 話 番 号

　　　　　　　年　　　月　　　日から　　　　　　年　　　月　　　日まで有 効 期 間

理  由年　　　月　　　日変 更 を 生 じ た 日

申請者住所

患 者 住 所

そ　の　他

受給者証

の

交 付 先



　

様
式
第
九
号
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、「１

」
を
「１

　

」

に
、「２

」
を
「２
　

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「第

10   条
」
を
「第

11   条

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
一
号
（
そ
の
一
）
中
「様

式
第
11   号

（そ
の
１

）（第
10   条

関
係

）」
を
「様

式
第
11   号

（第
11   条

関
係

）」

に
、「特

定
疾
患
療
養
証
明
書

（一
般
保
険
用

）」
を
「特

定
疾
患
療
養
証
明
書

」
に
、「保

険
種
別
社
会
保
険
・
国

民
健
康
保
険

」
を
「保

険
種
別
社
会
保
険
・
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
一
号
（
そ
の
二
）
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
特
定
疾
患
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二

十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
、
改
正
前
の
特
定
疾
患
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。）
の

規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
手
続
、
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
改
正

後
の
特
定
疾
患
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
手
続
、
処

分
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

３　

旧
規
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
十
一
号
ま
で
は
、
当
分
の
間
、
新
規
則
の
規

定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。告　

　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
五
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
宮
城
県
認
知
症
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
協
議
会

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

蓬
田　

�
子

．

．

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
幸
町
二
丁
目
九
番
八
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
急
激
に
増
加
し
て
い
る
認
知
症
高
齢
者
に
対
し
、
適
切
な
ケ
ア
・

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
調
査
・
研
究
及
び
研
修
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
の
普
及
啓
発
活
動
を
行
い
、
宮

城
県
に
お
け
る
高
齢
者
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
年
四
月
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
六
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
七
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

（5）　 平成20年５月２日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1955号　　 

」
一
般
・
老
人

病
　
名

「　

」
病
　
名

「

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
五
〇
〇
五
六
〇

〇
四
一
五
二
〇
〇
六
〇
九

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ

ス　

ハ
ッ
ピ
ー
仙
台

北
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

仙
台
市
泉
区
南
光
台
東

一
丁
目
五
十
二
番
十
八

号
千
葉
茂
ビ
ル
一
〇
三

号ア
ル
ダ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ

ス仙
台
市
宮
城
野
区
平
成

二
丁
目
七
番
三
十
八
号

高
橋
ビ
ル
一
Ｆ

指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

設
置
者
名

株
式
会
社
ジ
ャ

パ
ン
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

株
式
会
社
ア
ル

ダ
ン

指
定
年
月
日

平
成
二
十
年

五
月
一
日

平
成
二
十
年

五
月
一
日

地　

区　

名

大
岳

真
野
２
期

事

業

の

名

称

一
般
農
道
整
備
事
業

た
め
池
等
整
備
事
業

工
事
完
了
年
月
日

平
成
十
九
年
十
一
月
十
九
日

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日



〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

角
田
市
島
田
字
百
枚
田
一
の
九
、
字
諏
訪
部
三
六
の
四
、
三
六
の
五
、
字
池
田
三
七

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
か
ん
養

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
角
田
市
役
所

（
産
業
経
済
課
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

角
田
市
鳩
原
字
瀬
ノ
木
橋
八
七
、
八
八
の
一

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
角
田
市
役
所

（
産
業
経
済
課
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

加
美
郡
加
美
町
北
川
内
字
小
川
入
一
の
一
か
ら
一
の
三
ま
で
、
一
の
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一
の

五
、
一
の
六
、
一
の
九
、
一
の
一
〇
、
一
の
一
二
、
一
の
一
三
、
一
の
一
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一

の
一
六
か
ら
一
の
二
二
ま
で
、
一
の
二
八
か
ら
一
の
三
五
ま
で
、
一
の
三
七
か
ら
一
の
四
四
ま
で
、
一
の
四
八
、
一

の
五
一
、
一
の
五
二

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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桃
生
町
６
期

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業

平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日



　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）

及
び
加
美
町
役
場
（
農
林
課
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
保
安
林
の
指
定
の
目
的

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
六
号
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

二　

変
更
に
係
る
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

変
更
し
な
い
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
加
美
町
役
場

（
農
林
課
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
五
月
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

大
衡
落
合
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
五
月
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木

事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
四
号

　

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
土
木
部
河
川
課
及
び
宮
城
県
大
河
原
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

河
川
の
名
称

　
　

一
級
河
川
名
取
川
水
系
立
野
川

二　

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
六
日

三　

廃
川
敷
地
等
の
位
置

　

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
中
ノ
内
百
番
、
百
一
番
、
百
二
番
、
百
三
番
及
び
百
四
番
、
同
今
宿
字
川
前
畑
二
十

番
、
同
字
窪
畑
五
十
番
及
び
同
字
八
ヶ
銘
山
二
番

四　

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量
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変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
鐙
沢
一
二
番
三
一
地

先
か
ら

同
村
松
の
平
二
丁
目
四
番
一
一
地
先
ま
で

前
Ａ

　

Ａ
後　
　

Ｂ

二
八
・
〇
〜

　
　

五
八
・
五

二
八
・
〇
〜

　
　

五
八
・
五

二
八
・
〇
〜

　
　

五
四
・
五

一
、
四
六
二
・
〇

一
、
四
六
二
・
〇

一
、
七
二
〇
・
〇

　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

道

路

の

種　
　

類

県　
　

道

路　

線　

名

中
田
栗
駒
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

登
米
市
中
田
町
浅
水
字
新
岡
田
一
一
二
番
地
先
か
ら

同
市
同
町
浅
水
字
田
向
一
一
八
番
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
年五
月
二
日



　
　

土
地
二
千
八
百
八
十
七
・
一
六
平
方
メ
ー
ト
ル

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号

　

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
土
木
部
河
川
課
及
び
宮
城
県
大
河
原
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

河
川
の
名
称

　
　

一
級
河
川
名
取
川
水
系
北
川

二　

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
六
日

三　

廃
川
敷
地
等
の
位
置

　
　

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
焼
橋
沢
山
三
番
及
び
同
字
岩
下
山
三
番
、
四
番
、
五
番
及
び
六
番

四　

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

　
　

土
地
一
万
千
五
百
五
十
三
・
四
二
平
方
メ
ー
ト
ル

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
三
・
二
〇
二
号　

大
衡
落
合
線

　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
二
八
一
号　

古
館
奥
田
線

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　

１　

追
加
す
る
部
分

　
　
　

大
衡
村
大
衡
字
大
日
向
、
同
字
鐙
沢
、
松
の
平
二
丁
目
、
松
の
平
三
丁
目
の
各
一
部

　

２　

廃
止
す
る
部
分

　

大
衡
村
大
衡
字
大
日
向
、
同
字
鐙
沢
、
奥
田
字
長
沢
、
同
字
梅
木
、
松
の
平
二
丁
目
、
松
の
平
三
丁
目
の
各
一

部

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

六
・
五
・
九
百
一
号　

大
衡
村
総
合
運
動
公
園

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　

１　

追
加
す
る
部
分

　
　
　

大
衡
村
大
衡
字
鐙
沢
、
同
字
平
林
、
同
村
松
の
平
二
丁
目
の
各
一
部

　

２　

廃
止
す
る
部
分

　
　
　

大
衡
村
大
衡
字
大
日
向
、
同
字
鐙
沢
の
各
一
部

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　

１　

新
た
に
用
途
地
域
を
指
定
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

な
し

　

２　

用
途
地
域
を
廃
止
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

な
し

　

３　

用
途
地
域
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域
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大
衡
村
松
の
平
二
丁
目
、
大
衡
字
大
日
向
、
同
字
鎧
沢
、
同
字
平
林
の
各
一
部　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
和
町
吉
田
土
地
改

良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　
　

長　
　

齋　
　

藤　
　

俊　
　

夫　
　
　

一　

就
任
し
た
者

二　

退
任
し
た
者

　

公　
　
　

告

〇
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、

二
等
陸
士
と
し
て
採
用
す
る
陸
上
自
衛
官
、
二
等
海
士
と
し
て
採
用
す
る
海
上
自
衛
官
及
び
二
等
空
士
と
し
て
採
用
す

る
航
空
自
衛
官
の
募
集
期
間
、
試
験
期
日
、
試
験
種
目
並
び
に
試
験
場
の
位
置
及
び
名
称
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で

公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

募
集
種
目

　
　

二
等
陸
士
、
二
等
海
士
及
び
二
等
空
士
（
い
ず
れ
も
男
子
）

二　

募
集
期
間

　
　

平
成
二
十
年
五
月
七
日
（
水
）
か
ら
同
年
六
月
九
日
（
月
）
ま
で

三　

試
験
期
日
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就

任

年

月

日

平
成
二
十
年
四
月
七
日

平
成
二
十
年
四
月
七
日

平
成
二
十
年
四
月
七
日

平
成
二
十
年
四
月
七
日

平
成
二
十
年
四
月
七
日

平
成
二
十
年
四
月
七
日

平
成
二
十
年
四
月
七
日

平
成
二
十
年
四
月
七
日

平
成
二
十
年
四
月
七
日

平
成
二
十
年
四
月
七
日

平
成
二
十
年
四
月
七
日

氏　
　
　

名

鶉　

橋　

浩　

之

小　

野　

誠　

一

阿　

部　

浩　

一

堀　

籠　
　
　

稔

堀　

籠　

博　

司

佐　

藤　

良　

一

本　

田　

昭　

吾

堀　

籠　

幸　

夫

菅　

原　

三
千
男

碓　

井　

忠　

郎

佐　

藤　

公　

夫

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
入
生
田
上
六
十
番
地

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
八
志
田
一
番
地

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
反
町
西
六
十
七
番
地

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
田
久
根
前
九
番
地
一

号黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
百
目
木
三
十
四
番
地

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
中
田
三
十
一
番
地

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
館
下
七
十
四
番
地

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
南
五
福
院
一
番
地
四

号黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
南
二
丁
目
十
番
地
二
号

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
上
童
子
沢
九
番
地

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
八
反
田
上
十
五
番
地

役
職
名

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

監　

事

監　

事

退

任

年

月

日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
年
四
月
六
日

平
成
二
十
年
四
月
六
日

平
成
二
十
年
四
月
六
日

平
成
二
十
年
四
月
六
日

平
成
二
十
年
四
月
六
日

平
成
二
十
年
四
月
六
日

平
成
二
十
年
四
月
六
日

平
成
二
十
年
四
月
六
日

平
成
二
十
年
四
月
六
日

平
成
二
十
年
四
月
六
日

平
成
二
十
年
四
月
六
日

鶉　

橋　

浩　

之

小　

野　

誠　

一

佐　

藤　

良　

一

本　

田　

昭　

吾

堀　

籠　

幸　

夫

菅　

原　

三
千
男

桜　

井　
　
　

勝

堀　

籠　

隆　

男

堀　

籠　

市　

郎

碓　

井　

忠　

郎

佐　

藤　

公　

夫

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
入
生
田
上
六
十
番
地

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
八
志
田
一
番
地

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
中
田
三
十
一
番
地

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
館
下
七
十
四
番
地

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
南
五
福
院
一
番
地
四

号黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
南
二
丁
目
十
番
地
二
号

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
八
合
田
三
十
四
番
地

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
芳
野
沢
六
十
四
番
地

三
号

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
松
原
二
番
地

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
上
童
子
沢
九
番
地

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
八
反
田
上
十
五
番
地

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

監　

事

監　

事



　
　

平
成
二
十
年
六
月
十
四
日
（
土
）
及
び
同
月
十
五
日
（
日
）（
い
ず
れ
か
一
日
）

四　

試
験
種
目

　
　

筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
社
会
及
び
作
文
）、
口
述
試
験
、
適
性
検
査
及
び
身
体
検
査

五　

試
験
場
の
位
置
及
び
名
称

　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
南
目
館
一
番
一
号　

陸
上
自
衛
隊
仙
台
駐
屯
地

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
八
号

　

文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
に
掲
げ
る

文
化
財
を
県
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

　

公
安
委
員
会

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
平
成
二
〇
年
号
外
第
一
二
号
（
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
付
け
）
中
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種　
　

別

有
形
文
化
財

（
歴
史
資
料
）

名　
　

称

国
絵
図　

正
保
年
間

奥
州
仙
台
領
絵
図（
写
）

員　

数

一
軸

所　
　

在　
　

地

仙
台
市
青
葉
区
川
内
二
十
六
番
地

仙
台
市
博
物
館

所
有
者

仙
台
市

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号

　
警
備
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
20年

５
月
２
日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
委
員
長
　
　
藤
　
　
�
　
　
三
郎
助
　
　
　

　
　
　
警
備
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
警
備
業
法
施
行
細
則
（
平
成
20年

宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
別
記
様
式
中
「
生
活
安
全
企
画
課
」
を
「
生
活
環
境
課
」
に
改
め
る
。

　
別
記
様
式
第
14号

中
「
対
し
て
、
異
議
」
を
「
対
し
て
異
議
」
に
改
め
る
。

　
別
記
様
式
第
22号

中
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
」
を
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定

の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
６
号

　
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
探
偵
業
者
へ
の
監
督
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
20年

５
月
２
日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
委
員
長
　
　
藤
　
　
�
　
　
三
郎
助
　
　
　

　
　
　
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
探
偵
業
者
へ
の
監
督
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　
　
　
る
規
則

　
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
探
偵
業
者
へ
の
監
督
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
19年

宮
城
県
公

安
委
員
会
規
則
第
11号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
別
記
様
式
中
「
生
活
安
全
企
画
課
」
を
「
生
活
環
境
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

ペ
ー
ジ

二四

段下上

行
　

八

正

申
込
み
の
あ
つ
た
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

「

第
1  0  条

」
を
削
り
、

、

　
　
　
　
　
　
　

誤

申
込
み
の
あ
っ
た
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

「

1  0  条

」
を
削
り
、

、


